
介護職員処遇改善届出書の指定権者への提出について
事業所 県

事業所ごとに届出する場合
○県知事指定の介護サービス事業所のみ
(例)
・訪問介護事業所
の処遇改善計画書を作成

○市町村長指定の地域密着型サービス事業所のみ
(例)
・A市の認知症対応型通所介護事業所
の処遇改善計画書を作成

Ａ市

複数の事業所を一括して届出する場合
○県知事指定の介護サービス事業所のみ
(例)
・訪問介護事業所と
・通所介護事業所の
処遇改善計画書を一括して作成

○市町村指定の地域密着型サービス事業所のみ
(例)
Ａ市の認知症対応型共同生活介護事業所と
Ｂ町の認知症対応型通所介護事業所
の処遇改善計画書を一括して作成

指定権者ごとに届出が必要

Ａ市 Ｂ町

○県知事指定の介護サービス事業所と市町村長指
定の地域密着型サービス事業所の組合せ
(例)
・訪問介護事業所と通所介護事業所
・Ａ市の認知症対応型共同生活介護事業所
・Ｂ町の認知症対応型通所介護事業所
の処遇改善計画書を一括して作成

指定権者ごとに届出が必要

県 Ａ市 Ｂ町

市町村

加算届出書作成 届出書の提出

届出書の提出

届出書の提出加算届出書作成

加算届出書作成

加算届出書作成

加算届出書作成

届出書の提出 届出書の提出

届出書の提出 届出書の提出 届出書の提出


